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第６章 職員の服務の状況 

職員の服務の根本基準は、地方公務員法第 30条に「すべて職員は、全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念

しなければならない。」と規定されています。この趣旨を具体的に実現するため、同法で

は、営利企業等の従事制限等を職員に課しています。 

また、本市では、職務に係る倫理の保持等に関し、職員として守るべき事項を条例や

規則において定めているとともに、透明性の高い市政を推進し、もって市政に対する市

民の信頼を確立することを目的として、名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関す

る条例を定めています。 

１ 職員の職務に係る倫理の保持に関する取組 

名古屋市職員の倫理の保持に関する条例及び名古屋市職員倫理規則に基づく取組状況

は次のとおりです。 

（１）職員の職務に係る倫理の保持に関する状況

ア 贈与等報告書の提出 

（単位：件） 

区     分 提出件数

贈与等の内容 

金 銭 有価証券

有価証券

以外の 

物品 

不動産 
役務の 

提供 
供応接待

市長事務部局 10 0 0 1 0 0 9 

行政委員会等 26 0 15 11 0 0 0 

企  業  局 1 0 1 0 0 0 0 

合     計 37 0 16 12 0 0 9 

イ 利害関係者と共に飲食する場合の許可 

（単位：件） 

区      分 申   請 許   可 

市 長 事 務 部 局 13 13 

行 政 委 員 会 等 0 0 

企 業 局 0 0 

合        計 13 13 
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（２）職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策 

ア 名古屋市職員倫理審査会の開催 

開催年月日 主     な     議     題 

令和2年 9月 4日 
贈与等報告書の審査について 

要望等記録兼報告書の審査について 

令和2年11月27日 
贈与等報告書の審査について 

要望等記録兼報告書の審査について 

イ 依命通達の発布

発布年月日 件  名 

令和2年 8月 5日 
愛知県知事の解職請求のための署名収集に係る職員の服務規律の確

保について 

令和2年12月21日 年末年始における職員の綱紀の保持等について 

令和3年 2月 9日 綱紀粛正について 

ウ 体制の整備 

（ア）職員の倫理を監理する職員の配置

区   分 人 数 配 置 さ れ る 職 員 

倫理監 37人 局区等の長の職にある職員 

監理主幹 64人 局区等の人事担当課長等の職にある職員 

監理主査 48人 局区等の人事担当係長等の職にある職員 

（注）令和 3年 4月 1日現在の人数です。 

（イ）行政監理委員会の開催 

区   分 回 数 主  な  構  成  員 

市行政監理委員会 1回 
市長、副市長、局区等（区にあっては中村区及び

中区）の長、総務局職員部長等 

局区等行政監理委員会 166回 
倫理監、局長段階の職にある者（倫理監を除く。）、

部長段階の職にある者、監理主幹、監理主査等 
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エ 研修等の実施 

（ア）研修の実施                         （単位：人）

区  分 主  な  研  修 参加者数 

基本研修等 新規採用者研修、公務員倫理指導者養成研修等 3,205 

所属別研修 所属別公務員倫理研修 3,990 

講演会 コンプライアンス講演会、ハラスメント講演会等 476 

（イ）監理主幹会議等の開催 

区  分 回 数 主   な   議   題 

監理主幹会議 3回 

名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例

について 

内部統制の取組みについて 

ハラスメント制度の運用状況について 

主な事務上の処理誤り等について 

綱紀粛正について 

オ その他の取組 

項    目 内       容 実施時期 

職場内研修会の開催 

全所属において、不祥事防止ハンドブック

等を用いた倫理研修を行い、職員一人ひと

りの倫理意識の高揚に努めました。 

随 時 

局区等における不祥事防止の

取組 

局区等が、それぞれの実状に応じて、不祥

事防止の取組に係る実施計画を策定し、具

体的に取組みました。 

令和2年4月 

～ 

令和3年3月 
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２ 職員の公正な職務の執行の確保に関する取組 

名古屋市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例及び名古屋市職員の公正な職務

の執行の確保に関する条例施行規則に基づく取組状況は次のとおりです。 

（１）内部公益通報制度に関する状況

件 数 事           項 

5 件 

ドライブレコーダーの運用等について* 

職場のパソコンの私的利用について* 

職場における個人情報の取扱について* 

職員の職務専念義務等について 

職員の職務専念義務について 

上記のうち、*の事項については、職務の基準違反等が認められたため必要な是正措

置が講じられました。 

その他の事項については、職務基準に違反し適正な職務の執行を妨げる事実は認めら

れませんでした。 

（２）要望等記録制度に関する状況

ア 要望等記録兼報告書の提出

（単位：件）

区 分 個 人 
事業者 

団体等 

一定の公職に 

ある者等 
合 計 

市長事務部局 
184 

（0） 

11 

（0） 

1 

（0） 

196 

（0） 

行政委員会等 
30 

（0） 

10 

（0） 

13 

（0） 

53 

（0） 

企  業  局 
0 

（0） 

1 

（0） 

33 

（0） 

34 

（0） 

合     計 
214 

（0） 

22 

（0） 

47 

（0） 

283 

（0） 

（注）（ ）内は、不当要望等又は行政対象暴力の件数で内数です。 

イ 不当要望等及び行政対象暴力の概要等

不当要望等及び行政対象暴力があったと認められるものはありませんでした。 
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３ 営利企業等の従事許可状況

営利企業等への従事許可状況は次のとおりです。 

（単位：件）

区      分 許 可 件 数 

市 長 事 務 部 局 1,059 

行 政 委 員 会 等 1,416 

企   業    局 527 

合          計 3,002 


